
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知らんかったら、変われへん 
国連審査とマイノリティ女性２０１５ 

 

≪裏面地図参照≫ 

 

2016 年 2 月に、日本における女性差別の現状についてジュネーブで国連審査があるのをご存じですか？マイノリテ

ィ女性に対する固定的なイメージ、DV などの暴力、雇用や教育における格差など、審査ではマイノリティ女性に焦点を

絞った問題も多数とりあげられます。 

女性差別撤廃委員会が投げかけるさまざまな質問に日本政府はどう答えるでしょう？私たちは審査にどのような声を

届けることができるでしょう？ みんなで一緒に知って、変えませんか？ 

国連女性開発基金（ユニフェム、現 UN Women）アジア太平洋地域バンコク事務所での勤務を経て、（公財）世界  

人権問題研究センター嘱託研究員。国連ウィメン日本協会、関西 NGO協議会の活動にも携わる。 

 

・ 

 

・ 

2015 年11 月28 日（土）13：30～16 : 50 

  ：  ～ ドーンセンター５階 特別会議室 

 

 
  

受付開始13：10   

 

≪シンポジウム≫ 

日時 

場所 

 

後 援  ： 

IMADR（反差別

国際運動） 

◆参加者によるグループ討議  

 

＜資料代＞ ５００円  
（介助者は無料） 

 

 

＜2 部＞ 15:40～16:50 

 

部落女性、在日コリアン女性、障害女性の各グループ

代表 

 

◆分かち合いとまとめ  
 

◆メッセージ「今、これだけは伝えたい」 

 

＜1 部＞ 13:30～15:30 

 

 

◆お話「国連女性差別撤廃委員会と私たち～勧告を力にして変化につなぐ！」 

（大阪経済法科大学 21世紀社会研究所客員研究員） 

主催：  シンポジウム「国連審査とマイノリティ女性 2015」実行委員会 
構成団体：アジア・太平洋人権情報センター、アプロ・未来を創造する在日コリアン女性ネットワーク、

関西女性障害者ネットワーク、ＤＰＩ女性障害者ネットワーク、部落解放同盟中央女性運動部 

後援：   反差別国際運動日本委員会、人種差別撤廃NGOネットワーク 

 

三
み

輪
わ

敦
あ つ

子
こ

さん （国連ウィメン日本協会理事） 
 

１． 参加申し込み：締切 11 月 21 日 （会場定員になり次第締め切ります） 

             実行委員会事務局 ヒューライツ大阪 （<一財>アジア・太平洋人権情報センター） 

Email：webmail@hurights.or.jp あるいは Tel：06-6543-7003  

２．次のサービス：締切 11月 18日  必要な方は上記実行委員会事務局まで 

*パソコンテイク *手話通訳 *点字資料 *一時保育 （１歳児より） 

★要申込 

           

コメンテーター 元
も と

 百合子
ゆ り こ

さん 
      

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター） 

 

開催趣旨 

 国連女性差別撤廃委員会（CEDAW）は、女性差別撤廃条約の実施を監視する機関です。条約締約国は、

条約実施についての定期的な報告を CEDAWに提出し、審査を受けます。審査は政府の報告書を基準に

行われますが、NGO や当事者団体が出した報告書も審査資料として考慮されます。審査後は、さまざ

まな課題に関して委員会の懸念や勧告が総括所見としてまとめられ公表されます。 

前回の日本審査（2009年 7月）にはアイヌ、部落、琉球・沖縄、在日コリアンなどマイノリティ女

性の代表が NGO として関わりました。その結果、CEDAW は、マイノリティ女性に関して、政策策定や

特別措置の実施などいくつもの措置をとるよう政府に促すとともに、マイノリティ女性の実態につい

て調査するよう求めました。それから 6年、日本政府は、実態調査も行わず、マイノリティ女性の存

在を軽視・無視し続けているのではないでしょうか？  

2016年 2月の審査に先立って、2015年 7月、ジュネーブで会期前作業部会が開催されました。

NGOからは、JNNC（日本女性差別撤廃 NGO ネットワーク）および JNNC に参加している DPI 女

性障害者ネットワークの代表が参加しました。作業部会では、課題リスト（審査で特にとり

あげられる課題）を作成するための話合いが行われましたが、すでに課題リストは発表され

ています。 

2015年は、北京世界女性会議から 20年、日本の女性差別撤廃条約批准 30年の節目の年です。マイ

ノリティ女性は、女性というグループにおいても、帰属するグループにおいても周縁化されています。

そうした人たちの人権がまもられてこそ、すべての人間にとって生きやすい社会が実現されます。国

連審査はそのための大切な機会となります。11 月 28 日のシンポジウムには当事者をはじめとする多

くの方の参加をお待ちしています。ともに知り、学び合い、考える機会にしましょう。 

 
※ここでいうマイノリティ女性とは、部落女性、在日コリアン女性、障害女性、アイヌ女性、琉球・沖縄女性、移住女性のことです。 

 

地下鉄谷町線・京阪線「天満橋」駅下車 

東へ 350ｍ

 

 

 

住所：大阪市中央区大手前 1-3-49  


